赤穂市介護職員養成研修費用助成事業補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第２２条の２３第１項に規定する介護職員初任者研修課程（以下「初任者研修」という。）又は社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第４０条第２項第２号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校若しくは都道府県知事の指定した養成施設が行う介護福祉士として必要な知識及び技能を習得することを目的とした研修（以下「実務者研修」という。）の受講に要した費用の一部を補助することにより、本市における新たな介護人材の確保及び介護職員の資質の向上を目的として交付する介護職員養成研修費用助成事業補助金（以下「補助金」という。）について、赤穂市補助金等交付規則（昭和６３年赤穂市規則第４５号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（補助対象者）
第２条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める要件を全て満たすものとする。
	区分
	要件

	個人
	⑴　別表に掲げる市内介護保険サービス事業所（以下「事業所」という。）に勤務している者（以下「従業者」という。）又は勤務予定者であること。
⑵　初任者研修又は実務者研修（以下「初任者研修等」という。）を修了した日の翌日から起算して１年を経過していないこと。
⑶　この要綱による同一の研修に対する補助を事業所から受けていないこと。

	雇用主
	⑴　事業所を運営していること。
⑵　過去１年以内に初任者研修等を修了した従業者に対し、その受講料（必須のテキスト代及び実習費を含む。以下同じ。）の４分の３以上の額を負担していること。
⑶　従業者がこの要綱による同一の研修に対する補助を受けていないこと。


２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象者としない。
　⑴　他の法令等により国、地方公共団体その他団体等から同一の研修に係る受講料の補助を受けているもの
　⑵　赤穂市暴力団排除条例（平成２４年赤穂市条例第１１号）第２条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当するもの
（補助対象経費及び補助金の額）
第３条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる補助対象者の区分に応じ、当該各号に定める額（その額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、初任者研修においては３万５，０００円、実務者研修においては５万円を上限とする。
⑴　個人　初任者研修等に係る受講料として、補助対象者が当該研修を実施した養成研修事業者に直接支払った額の２分の１に相当する額
⑵　雇用主　従業者の初任者研修等に係る受講料に対して雇用主が負担した額の３分の２に相当する額
（交付申請）
第４条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、介護職員養成研修費用助成事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類に加え、雇用主にあっては従業者の初任者研修等に係る受講料の４分の３以上の額を負担していることを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
⑴　初任者研修等を修了したことを証する書類の写し
⑵　初任者研修等に係る受講料の領収書等の写し
⑶　個人情報等の利用に係る同意書（様式第２号）
⑷　在職（予定）証明書（様式第３号）
（交付決定等）
第５条　市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
２　市長は、前項の規定による補助金の交付の可否を決定したときは、介護職員養成研修費用助成事業補助金交付可否決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。
３　補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、速やかに、介護職員養成研修費用助成事業補助金請求書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。
（交付決定の取消し）
第６条　市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
⑴　交付決定者又は交付決定者の従業者が、前条第１項の規定による交付の決定の日（以下「交付決定日」という。）の翌日から起算して１年以内に退職したとき。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
ア　退職後期間を空けず他の事業所に就職したとき。
イ　病気、災害、雇用主の都合による解雇その他就労を継続できないやむを得ない理由があると市長が認めるとき。
⑵　交付決定者が交付決定日の翌日から起算して１年以内に事業所に就職しなかったとき。ただし、病気、災害、雇用主の都合その他就職できないやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
⑶　この要綱の規定に違反したとき。
⑷　虚偽又は不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
⑸　前４号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。
（補助金の返還）
第７条　市長は前条の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
（補則）
第８条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付　則
この要綱は、令和６年４月１日から施行する。
　付　則
（施行期日）
１　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
（経過措置）
２　この要綱による改正後の赤穂市介護職員養成研修費用助成事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に修了した初任者研修等に係る補助金について適用し、同日前に修了した初任者研修等に係る補助金については、なお従前の例による。

別表（第２条関係）
	市内介護保険サービス事業所　

	指定権者による指定を受け、次の各号のいずれかの事業を実施する市内の事業所
⑴　介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第８条第１項に規定する居宅サービス（訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。）
⑵　法第８条第１４項に規定する地域密着型サービス
⑶　法第８条第２６項に規定する施設サービス
⑷　法第８条の２第１項に規定する介護予防サービス（介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。）
⑸　法第８条の２第１２項に規定する地域密着型介護予防サービス
⑹　法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業
⑺　法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業



